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2019年12月24日 

各 位 

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア 

代 表 取 締 役 社 長 堤  純 也 

(コード番号：3823 東証第二部) 

問合せ先： 執行役員副社長兼管理部長 篠原  洋 
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子会社における事業の譲受け内容の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2019 年４月 23 日付「子会社における事業の譲受けに関するお知らせ」において、当社の子会社で

ある株式会社渋谷肉横丁（以下、「肉横丁社」という）が、東京都渋谷区のちとせ会館「渋谷肉横丁」の飲食

店事業６店舗を株式会社飲食店プロモーター（以下、「飲食店プロモーター社」という）より譲り受ける旨の

お知らせにおいて、事業譲受日を「６月（予定）」としておりましたが、その後、飲食店プロモーター社と協

議した結果、契約条件を変更することで合意し、本日開催の取締役会において、譲り受ける対象店舗等の条件

を変更することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．条件変更の理由 

 渋谷肉横丁の事業は若者文化の最先端の地域である東京渋谷で行なっております。渋谷肉横丁では、これま

でインフルエンサー事業会社の株式会社COREとのCOREフェスティバルの提携開催やモーニング娘’19生田衣

梨奈さんとのテレビ番組の制作、映画のプロモーション提供などインターネットとリアルな若者文化との融合

を図るイベントを積極的に開催した結果、肉横丁社は、文化の発信地として年間 50 万人を超える若者を中心

とした集客能力を誇る飲食店に成長しています。この渋谷肉横丁の各店舗を効率よく運営し、肉横丁社のさら

なる発展を目指す中で当該店舗について店舗人員の確保や会計設備など運営体制の整備状況の確認を進めてま

いりましたが、今回、飲食店プロモーター社と協議の結果、当初取得対象としていた６店舗の一部を取得する

形に条件を変更することで合意に至ったものです。 

 

２．変更後の事業譲受けの概要 

（１）条件変更の内容 

譲り受ける対象事業を飲食店プロモーター社が運営する「渋谷肉横丁」の６店舗から３店舗の飲食事業

に変更する。 

 

（２）譲受け部門の経営成績 

 2019年11月期実績 

売 上 高 85百万円 

営 業 利 益 10百万円 

 

（３）譲受け部門の資産、負債の項目及び金額 

固定資産 27 百万円を譲受ける予定ですが、その内容については契約締結後、事業譲渡日までに精査す

る予定です。 

 

（４）譲受価額及び決済方法 
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①譲受け価額：95百万円 

 上記に加えて相手先との間で条件付取得対価の合意がなされており、一定期間の将来業績に応じて支

払いを行う契約となっております。 

②決済方法： 現金にて決済する予定であります。 

 

３．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2019年12月24日 

（２） 変 更 契 約 締 結 日 2019年12月25日 

（３） 事 業 譲 受 期 日 2020年1月1日 

 

４．今後の見通し 

 本件による当期業績に与える影響については現在精査中であり、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


